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天
草
が
江
戸
時
代
、
遠
島
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
人
は
少
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

天
草
は
現
在
、
﨑
津
が
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
関
連
で
世
界
遺
産
と
な
っ

て
、
市
当
局
や
観
光
協
会
あ
げ
て
Ｐ
Ｒ
に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
為
政
者
、
現
在
的
に
言
う
と
行
政
が
、

一
宗
教
を
禁
圧
し
た
た
め
に
、
潜
伏
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
訳
で
あ

り
、
決
し
て
手
放
し
で
沸
く
の
も
ど
う
か
と
思
う
。

つ
ま
り
、
歴
史
的
に
、
か
つ
て
の
徳
川
政
権
の
過
ち
を
認
め
る
の

か
、
あ
る
い
は
仕
方
が
な
か
っ
た
の
か
、
そ
う
い
う
点
で
の
、
現
代

的
視
点
か
ら
の
検
証
も
、
大
事
な
こ
と
だ
と
思
う
。

前
段
が
長
く
な
っ
た
が
、
天
草
が
遠
島
、
即
ち
流
罪
地
で
あ
っ
た

と
い
う
事
は
、
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
と
同
様
、
世
界
遺
産
は
と
も
か
く

日
本
遺
産
に
匹
敵
す
る
価
値
が
あ
る
と
思
う
。
た
だ
、
流
罪
地
と
い

う
歴
史
的
に
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
テ
ー
マ
で
、
そ
の
こ
と
を
ア
ピ
ー

ル
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
何
も
、
観
光
的
に
ア
ピ
ー
ル
す

る
必
要
は
な
い
わ
け
で
、
し
っ
か
り
と
天
草
が
背
負
っ
た
、
或
い
は

背
負
わ
さ
れ
た
歴
史
を
、
検
証
す
る
こ
と
は
必
要
な
事
で
は
な
か
ろ

う
か
。

江
戸
時
代
当
初
、
律
令
制
に
倣
い
流
刑
は
主
と
し
て
、
公
家
、
僧

侶
、
武
士
と
い
っ
た
特
殊
階
級
の
罪
刑
で
あ
り
、
し
か
も
政
治
的
犯

罪
刑
罰
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
庶
民
に
も
適
用
さ
れ
た
よ
う
な
史
料
も

あ
る
が
。

そ
れ
が
、
一
般
庶
民
に
ま
で
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

四
代
将
軍
綱
吉
（
任
期
１
６
８
０
～
１
７
０
９
）
の
頃
か
ら
で
あ
っ

た
。
当
然
流
人
の
数
も
多
く
な
っ
た
。

天
草
に
最
初
の
流
人
が
配
流
さ
れ
た
の
は
、
『
天
草
近
代
年
譜
』

に
よ
る
と
、
明
暦
元
年
（
１
６
５
５
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時

の
人
数
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

い
や
、
そ
れ
以
前
に
天
草
へ
の
流
人
に
関
す
る
史
料
が
残
さ
れ
て

い
る
。
以
下
は
、
『
天
草
代
官

鈴
木
重
成
鈴
木
重
辰
関
係
史
料
集
』

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
史
料
に
よ
る
。
や
や
難
解
だ
が
、
そ
っ
く
り
転

記
す
る
。

正
保
四
年
（
１
６
４
７
）
の
事
。
鈴
木
重
成
代
官
支
配
の
時
で
あ

る
。

天
草
に
流
人

（
出
典
）
『
大
村
見
聞
集
』
曾
同
科
書
店
。
一
九
九
四
年
）

藤
野
保
・
清
水
紘
一
編

一
三
一
五
頁

「
天
草
流
人
警
固
之
者
罷
帰
候
節
、
馬
場
様
よ
り
之
来
書
ニ

御
答
」

一
筆
令
啓
上
候
、
先
日
は
天
草
江
流
人
之
者
被
差
遣
候
ニ
罷
越

候
、
自
此
方
之
警
固
之
者
罷
帰
候
ニ
被
入
御
念
預
貴
札
忝
致
拝
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見
候
、
先
以
其
元
御
無
事
被
成
御
座
候
由
、
珍
重
奉
存
候
、
此

方
別
条
無
御
座
候
、
将
又
山
崎
権
八
郎
殿
去
朔
日
其
元
御
立
之

由
、
今
程
御
一
人
ニ
而
万
端
御
苦
労
奉
察
候
、
是
式
ニ
候
得
共

海
鼠
腸
一
桶
進
上
申
候
、
寔
書
中
之
印
迄
御
座
候
、
恐
恒
謹
言
、

十
一
月
六
日

大
村
丹
後
守
純
信

馬
場
三
郎
左
衛
門
様

人
々
御
中

（
付
記
）
天
草
流
人
に
つ
い
て
の
初
見
史
料
で
あ
る
、
警
固
に

大
村
藩
士
が
遣
わ
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
鶴
田
倉
造
）

こ
の
史
料
に
よ
っ
て
分
か
る
こ
と
は
少
な
い
。

流
人
の
数
、
ど
こ
か
ら
送
ら
れ
て
来
た
の
か
。
江
戸
時
代
は
、
現

代
で
思
う
以
上
の
法
整
備
が
あ
っ
た
様
で
あ
り
、
と
し
た
ら
、
如
何

な
る
法
の
下
に
、
天
草
に
流
人
が
送
ら
れ
て
来
た
の
か
。

ま
だ
、
馬
場
三
郎
左
衛
門
と
は
い
か
な
る
人
物
か
。
調
べ
た
と
こ

ろ
、
こ
の
馬
場
氏
、
第
12
代
長
崎
奉
行
で
あ
っ
た
。

文
中
の
山
崎
権
八
郎
も
馬
場
氏
と
同
じ
時
期
に
長
崎
奉
行
と
な
っ

て
い
る
。
（
「
近
代
年
譜
」
）

文
に
よ
る
と
、
山
崎
奉
行
が
転
任
し
た
た
め
、
馬
場
奉
行
一
人
に

な
っ
て
、
大
変
で
す
ね
、
と
読
み
取
れ
る
が
、
年
譜
の
就
任
時
期
と

合
わ
な
い
。

参
考
ま
で
に
二
人
の
長
崎
奉
行
就
任
時
期
を
年
譜
に
よ
っ
て
記
す

と
。

馬
場
三
郎
左
衛
門
年
重

寛
永
19
・
11
・
10
～
慶
安
3
・
12
・
？

山
崎
権
八
郎
正
信

寛
永
19
・
11
・
16
～
慶
安
3
・
10
・
17

長
崎
奉
行
の
名
が
出
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
流
人
考
と
は
関
係
な
く
、

ま
た
長
く
な
る
が
、
ネ
ッ
ト
を
借
り
て
、
こ
の
馬
場
氏
の
紹
介
を
し

よ
う
。
（
一
部
修
正
・
削
除
）
当
時
の
時
代
背
景
が
よ
く
分
か
り
、

な
か
な
か
波
乱
に
と
ん
だ
、
業
務
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

12
代
長
崎
奉
行

馬
場
三
郎
左
衛
門
利
重

(

１)

寛
永
13
年(

１
６
３
６)

５
月
19
日
、
長
崎
に
赴
き
、
第
四

時
鎖
国
令
の
沙
汰
を
伝
え
る
。

(

２)

同
14
年(

１
６
３
７)

12
月
５
日
、
島
原
一
揆
が
起
こ
り
、

江
戸
か
ら
急
行
し
、
12
月
５
日
長
崎
に
着
き
、
７
日
島
原

に
向
か
い
、
上
使
・
板
倉
重
昌
に
属
し
、
細
川
忠
利
の
軍

艦
と
し
て
諸
勢
を
下
知
す
る
。

の
ち
平
定
後
、
直
に
、
長
崎
に
在
勤
す
る
。

(

３)

同
15
年(

１
６
３
８)

11
月
10
日
長
崎
奉
行
と
な
る
。

※
「
近
代
年
譜
」
で
は
、
馬
場
の
長
崎
奉
行
就
任
は
寛
永

19
年
11
月
10
日
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
寛
永
15
年
11
月

10
日
に
就
任
し
た
の
は
、
大
河
内
善
兵
衛
政
勝
と
し
て
い

る
。

こ
の
年
、
長
崎
奉
行
の
勤
務
制
度
が
改
正
さ
れ
る(

従
来
の

６
月
に
来
崎
、
10
月
に
帰
府
の
制
度
を
改
め
、
毎
年
二
人
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の
奉
行
が
交
代
で
在
勤
す
る
事
に
也
、
与
力
５
人
、
同
心

10
人
を
つ
け
ら
れ
る
事
に
な
る
。

(
４)
同
15
年
野
母
村
日
野
山(

権
現
山
）
に
遠
見
番
所
を
置
き
、

外
国
船
の
入
港
を
監
視
さ
せ
、
長
崎
村
斧
山
に
峰
火
台
を

設
け
、
番
所
を
置
い
て
２
名
づ
つ
で
監
視
に
当
た
る
。

(

５)

同
16
年(
１
６
３
９)

7
月
５
日
、
幕
府
の
第
5
次
鎖
国
令

に
よ
り
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
渡
来
入
国
を
禁
止
す
る
。

長
崎
在
住
の
英
・
蘭
人
や
子
女
に
帰
国
を
命
じ
、
ジ
ャ
ガ

タ
ラ
お
春
た
ち
も
ジ
ャ
ガ
タ
ラ
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
首
都

ジ
ャ
カ
ル
タ
の
古
称
）
へ
追
放
さ
れ
る
。

(

6)

同
年
8
月
17
日
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
通
商
の
た
め
来
航
し

た
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
圧
を
理
由
に
拒
絶
す
る
。

同
17
年
5
月
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
再
び
、
長
崎
に
来
航
、

貿
易
再
開
を
求
め
た
が
、
奉
行
は
使
節
以
下
61
名
を
西
坂

の
刑
場
で
斬
罪
に
処
し
、
13
名
は
放
還
帰
国
さ
せ
る
。

(

7)

同
18
年(

１
６
４
１)

6
月
、
平
戸
蘭
商
館
の
出
島
へ
の
移

転
を
命
じ
、
蘭
貿
易
は
長
崎
一
港
に
限
定
さ
れ
た
。

(

8)

同
年
、
唐
船
の
口
銭
分
配
の
法
を
定
め
た(

一
船
宿
主
口
銭

を
銀
三
貫
目
に
限
り
、
そ
の
余
は
長
崎
の
町
内
に
配
分
し

た
）
。

(

9)

同
18
年
2
月
8
日
、
沖
の
両
番
所
を
設
け
る
。

（
幕
府
は
外
国
船
の
来
航
に
備
え
、
西
泊
と
戸
町
の
両
番

所
に
常
時
１
０
０
０
人
の
兵
士
を
駐
屯
さ
せ
た
）
。

(

10)

同
19
年(

１
６
４
２)

、
市
中
に
散
在
の
遊
女
屋
を
ま
と
め

て
、
丸
山
町
・
寄
合
町
を
開
き
、
遊
郭
と
し
た
。

(

11)

正
保
元
年(

１
６
４
４)

、
在
留
唐
人
の
禁
教
を
監
視
の
為
、

キ
リ
シ
タ
ン
目
付(

唐
人)

を
置
く
。

(

12)

同
年
、
南
蛮
船
の
来
航
緊
急
情
報
の
連
絡
機
関
と
し
て
、

近
国
各
藩
は
蔵
屋
敷
を
長
崎
に
設
け
、
「
聞
役
」
を
お
い

た
。

(

13)

同
年
冬
諏
訪
神
社(

現
在
、
松
森
神
社
の
地
）
境
内
は
手
狭

の
為
玉
園
山(

現
在
地)

に
運
営(

4
年
後)

。

(

14)

慶
安
3
年(

１
６
５
０)

1
月
、
蘭
甲
比
丹
は
、
本
国
使
節

フ
レ
イ
シ
ュ
ス
と
共
に
参
府
す
る
。

(

15)

同
4
年(

１
６
５
１)

2
月
に
、
油
屋
町
～
本
石
灰
町
に
ま

た
が
る
玉
帯
橋
を
架
け
る
（
こ
れ
は
眼
鏡
橋
、
大
手
橋
に

次
ぐ
古
い
石
橋
）
。

以
上
「
古
唐
津
絵
唐
津
長
崎
歴
史
奉
行
」h

t
t
p
:/
/
w
w
w
.
k
i
y
o
u
.
n
e

t
/r
e
k
i
s
i
-b
u
g
y
o
-2
.
h
t
m

よ
り

「
近
代
年
譜
」
で
は
、
慶
安
３
年(

１
６
５
０)

12
月
、
長
崎
奉
行
転

役
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
書
信
に
「
海
鼠
腸
一
桶
進
上
」
と
あ
る
が
、
当
時
は
、
世

話
に
な
っ
た
御
礼
に
、
物
が
贈
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
海
鼠

腸
は
こ
の
腸
で
、
ナ
マ
コ
の
内
臓
の
塩
辛
で
あ
る
。
天
草
で
は
、
ナ

マ
コ
の
刺
身
は
食
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
内
臓
の
塩
辛
は
見
た
こ
と
が
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な
い
。
で
も
こ
の
腸
は
、
日
本
三
大
珍
味
の
一
つ
で
、
ネ
ッ
ト
に
よ

る
と
、
80
ｇ
、
２
６
０
０
円
位
で
売
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
幕
領
（
天
領
）
と
な
っ
た
ば
か
り
の
天
草
に
、
早
く
も
流

人
が
送
ら
れ
て
来
た
と
い
う
の
は
、
う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
。

流
謫
地
に
困
っ
て
い
た
幕
府
が
、
そ
の
流
謫
地
を
確
保
す
る
上
で

の
、
一
施
策
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。

そ
の
後
、
天
草
へ
は
元
禄
五
年
（
１
６
９
２
）
に
、
高
野
山
僧
が

１
３
２
人
と
一
時
に
多
く
の
人
が
流
さ
れ
て
い
る
。

１
３
２
人
は
天
草
へ
の
流
人
数
で
あ
り
、
全
体
で
は
６
０
０
人
余

に
及
ぶ
。

６
０
０
余
人
と
い
う
数
は
、
ど
う
見
積
も
っ
て
も
、
一
流
刑
地
で

受
入
れ
ら
れ
る
数
を
は
る
か
に
超
え
て
お
り
、
天
草
が
天
領
と
し
て
、

住
民
に
有
無
を
言
わ
さ
ず
、
流
謫
地
と
し
て
効
果
を
最
大
に
発
揮
し

た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
高
野
山
僧
の
他
の
流
謫
地
は
、
肥
前
・
五
島
、
大
隅
・

薩
摩
、
隠
岐
、
壱
岐
で
あ
る
。

天
草
以
外
は
私
領
だ
が
、
流
謫
地
と
し
て
の
島
が
、
天
草
以
外
に

な
か
っ
た
こ
と
で
、
あ
え
て
私
領
を
指
定
し
た
と
い
う
事
だ
ろ
う
。

勿
論
、
大
国
薩
摩
藩
と
は
い
え
、
そ
れ
を
「
お
断
り
し
ま
す
」
と

言
え
な
か
っ
た
、
幕
府
の
権
威
・
威
力
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。

時
は
流
れ
、
も
う
少
し
経
過
し
た
元
禄
15
年
（
１
７
０
２
）
55
人
、

元
禄
16
年
（
１
７
０
３
）
に
は
45
人
が
流
さ
れ
て
い
る
。

勿
論
、
こ
れ
は
史
料
に
残
さ
れ
て
い
る
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

に
も
有
る
の
か
な
い
の
か
、
正
確
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
資
料
を
探
る
と
。

も
う
少
し
詳
細
に
記
し
て
い
る
の
が
、
『
流
人
と
非
人
』
森
永
種

夫
著

岩
波
新
書

で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
寛
文
４
年
（
１
６

６
４
）
か
ら
正
徳
６
年
（
１
７
１
７
）
迄
に
、
天
草
島
の
流
人
に
つ

い
て
享
保
５
年
（
１
７
２
０
）
の
報
告
書
（
長
崎
奉
行
所
判
決
記
録
）

が
残
さ
れ
て
い
る
。

当
時
の
天
草
島
の
流
人
の
合
計
は
１
３
９
人
で
あ
っ
た
。

内
訳
は
。

①

赦
免

62
人

②

死
亡

54
人

③

島
抜
け

１
人

④

流
人
と
し
て
在
島

22
人

死
亡
の
う
ち
、
病
死
し
た
も
の
は
４
３
人
で
あ
り
、
流
人
が
過
酷

な
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

そ
の
流
人
の
出
身
地
を
見
る
と
。
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江
戸

１
０
８
人

長
崎

８
人

天
草

７
人

美
作

７
人

日
向

３
人

豊
後

３
人

讃
岐

２
人

豊
前

１
人

で
あ
る
。

現
在
時
的
に
み
て
不
思
議
な
の
は
、
天
草
人
が
同
じ
天
草
に
流
さ

れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
説
明
に
よ
る
と
、
天
草
の
７
人
は
す
べ
て
富

岡
町
の
出
身
で
あ
り
、
富
岡
か
ら
同
じ
天
草
で
も
富
岡
遠
地
に
流
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
も
天
草
へ
の
配
流
が
あ
っ
た
と
は

い
え
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
一
般
庶
民
の
流
罪
が

定
着
し
た
の
が
、
八
代
将
軍
吉
宗
の
寛
保
二
年
（
１
７
４
２
）
に
制

定
さ
れ
た
「
御
定
書
百
箇
条
」
に
よ
っ
て
、
明
文
化
さ
れ
た
た
め
で

あ
る
。

こ
の
「
御
定
書
百
箇
条
」
は
、
徳
川
が
三
河
の
一
大
名
で
あ
っ
た

こ
ろ
の
先
例
を
基
礎
に
し
て
い
る
。

こ
の
御
定
書
に
は
、
流
刑
に
関
し
て
も
細
部
に
亘
っ
て
具
体
的
に

規
定
し
て
い
る
。

流
謫
地
に
つ
い
て
は
「
江
戸
ヨ
リ
流
罪
者
ハ
、
大
島
、
八
丈
島
、

三
宅
島
、
新
島
、
神
津
島
、
御
蔵
島
、
利
島
、
右
七
島
ニ
遣
ス
、
京
、

大
坂
、
西
国
、
中
国
ヨ
リ
流
罪
ノ
分
ハ
、
薩
摩
、
五
島
ノ
島
々
、
隠

岐
国
、
壱
岐
国
、
天
草
郡
ヘ
遣
ス
、
」
と
規
定
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
御
定
書
の
適
応
を
受
け
る
の
は
、
幕
府
直
轄
地
の

住
民
で
あ
り
、
諸
藩
の
民
は
勿
論
こ
の
適
用
外
で
あ
っ
た
。

西
国
諸
島
の
流
人
は
、
公
儀
掛
即
ち
京
都
奉
行
、
大
坂
町
奉
行
、

長
崎
奉
行
に
よ
っ
て
吟
味
、
老
中
の
裁
決
を
以
て
決
定
し
た
。

〈
『
西
南
諸
島
流
人
の
歴
史
』
大
隈
三
好
著
〉

こ
の
「
御
定
書
百
箇
条
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
流
罪
に
処
せ
ら

れ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
犯
罪
を
犯
し
た
場
合
か
と
い
う
と
。

そ
の
一
部
は
。

о
江
戸
十
里
四
方
の
う
ち
並
び
に
御
留
場
の
内
で
隠
し
鉄
砲
を
所

持
し
て
い
た
者
。

о
廻
船
が
暴
風
雨
に
遭
っ
た
時
、
船
が
難
破
し
た
と
偽
り
、
積
み

荷
を
横
領
し
よ
う
と
し
た
船
頭
に
な
れ
合
い
、
そ
の
配
分
を
受

け
た
者
。

о
幼
女
に
不
義
を
し
か
け
怪
我
を
さ
せ
た
者
。

о
寺
持
ち
の
僧
で
女
犯
の
振
る
舞
い
が
あ
っ
た
者
。

о
博
打
う
ち
の
筒
取
り
、
並
び
に
そ
の
宿
を
し
た
者
。
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о
武
士
屋
敷
で
博
奕
を
し
た
者
。

о
イ
ン
チ
キ
博
奕
を
し
た
者
。

о
金
子
合
力
の
た
め
と
称
し
て
博
奕
を
催
し
、
合
力
金
の
う
ち
内

緒
で
自
分
の
配
分
を
取
っ
た
者
。

о
非
分
も
な
い
実
子
な
り
養
子
な
り
を
、
短
慮
の
た
め
ふ
と
殺
し

た
親
。

о
弟
妹
姪
甥
を
短
慮
の
た
め
ふ
と
殺
し
た
者
。

о
人
殺
し
の
手
引
き
を
し
た
者
。
た
だ
し
、
人
を
殺
し
た
当
人
が

駆
け
落
ち
し
て
見
つ
か
ら
ぬ
場
合
は
下
手
人
と
な
る
。

о
指
図
を
受
け
て
人
を
殺
し
た
者
。

о
相
手
か
ら
不
法
の
こ
と
を
仕
掛
け
ら
れ
、
や
む
な
く
刃
傷
し
て

人
を
殺
し
た
者
。

о
渡
船
を
沈
め
、
溺
死
者
が
あ
っ
た
場
合
の
水
主
。

о
車
を
引
き
掛
け
人
に
怪
我
を
さ
せ
た
者
。

о
口
論
の
上
人
を
傷
つ
け
、
渡
世
も
で
き
な
い
ほ
ど
の
カ
タ
ワ
に

し
た
者
。

о
親
が
殺
さ
れ
、
死
骸
は
確
認
し
た
が
、
物
入
り
を
嫌
い
、
村
役

人
な
ど
と
相
談
の
上
、
訴
え
出
な
い
で
隠
し
て
い
た
者
。

о
弓
鉄
砲
で
、
誤
っ
て
人
を
殺
し
た
者
。

о
幼
年
で
あ
え
な
く
人
を
殺
し
た
者
。
（
15
歳
ま
で
親
類
預
け
の

身
と
な
り
、
15
歳
に
な
っ
た
ら
遠
島
）

о
幼
年
で
放
火
し
た
者
。
（
右
同
）

о
辻
番
所
で
博
奕
を
し
た
者
。

等
。

こ
れ
を
見
て
思
う
の
は
、
博
奕
を
し
た
者
は
全
て
と
い
う
よ
り
、

い
ち
い
ち
条
件
を
付
け
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
人
を
殺
し
た
者
も
一

様
で
は
な
い
。
勿
論
殺
人
は
基
本
的
に
死
罪
で
あ
る
が
、
誤
っ
て
人

を
殺
し
た
よ
う
な
、
情
状
酌
量
を
認
め
て
い
る
こ
と
。

こ
の
よ
う
に
、
遠
島
処
分
は
、
死
罪
に
次
ぐ
重
罪
で
あ
る
た
め
、

そ
れ
な
り
の
罪
を
規
定
し
て
い
る
が
、
意
外
と
軽
い
罪
で
流
罪
に
な
っ

た
者
も
多
い
。
例
え
ば
、
定
舜
上
人
。
こ
れ
ら
に
比
べ
、
上
人
の
罪

と
さ
れ
た
も
の
は
軽
い
。

流
人
が
島
で
罪
を
犯
し
た
場
合
は
、
最
悪
死
罪
と
な
る
。

例
え
ば
、
死
罪
相
当
の
悪
事
を
し
た
者
は
当
然
死
罪
で
あ
る
が
、

島
抜
け
も
死
罪
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
金
銭
を
盗
ん
だ
場
合
の
刑
罰
は
、
死

罪
か
重
敲
き
の
上
入
れ
墨
と
、
遠
島
は
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
10
両
以
上
盗
め
ば
死
罪
と
い
わ
れ
て
お
り
、
今
日

で
は
考
え
ら
れ
な
い
罪
科
で
あ
る
。
た
だ
、
一
般
的
説
で
あ
り
、
特

に
五
代
将
軍
綱
吉
の
、
い
わ
ゆ
る
「
生
類
憐
れ
み
の
令
」
発
布
以
降
、

か
な
り
罪
科
が
緩
和
さ
れ
た
と
思
え
る
が
、
残
念
な
が
ら
筆
者
は
そ

こ
ま
で
史
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。

6



こ
の
規
定
に
よ
り
、
他
島
と
違
い
、
本
土
に
ご
く
近
い
天
草
島
が

流
謫
地
と
な
っ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
幕
府
直
轄
領
（
天
領
）
で
あ
っ

た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
他
の
島
は
私
領
で
あ
っ
た
。
藩
が
幕
領
の
流

人
を
受
け
入
れ
る
の
は
、
は
な
は
だ
迷
惑
で
あ
っ
た
が
、
如
何
に
大

藩
薩
摩
藩
と
言
え
ど
も
、
Ｎ
О
と
は
い
え
な
か
っ
た
。

た
だ
し
、
天
草
が
流
謫
地
と
し
て
適
当
で
あ
っ
た
か
と
言
え
ば
、

他
地
と
違
い
本
土
に
近
い
た
め
、
島
抜
け
も
他
島
よ
り
か
な
り
多
く

発
生
し
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
流
謫
地
に
つ
い
て
は
、
順
繰
り
に
決
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
、
定
舜
上
人
が
、
天
草
に
決
定
し
た
の
は
、
た
ま
た
ま

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
も
し
、
上
人
が
薩
南
諸
島
に
流
さ
れ
て
い

た
ら
、
上
人
の
流
謫
地
の
生
活
も
変
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
旅
も

で
き
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
幕
領
は
支
配
が
私
領
と

比
べ
、
比
較
的
緩
や
か
で
あ
っ
た
こ
と
。
ま
た
本
土
に
渡
る
の
は
交

通
の
便
も
良
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
理
由
で
、
上
人
に
と
っ

て
は
、
天
草
に
な
っ
た
の
は
、
幸
い
な
る
か
な
と
信
じ
た
い
。

村
人
に
と
っ
て
の
流
人
受
入
れ

流
人
に
関
す
る
書
は
多
い
が
、
そ
の
内
容
は
流
人
そ
の
も
の
が
主

人
公
で
あ
り
、
有
無
を
言
わ
さ
ず
受
け
入
れ
さ
せ
ら
れ
た
村
方
の
記

述
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

そ
の
た
め
、
推
察
す
る
他
は
な
い
が
、
村
や
村
人
に
と
っ
て
、
流

人
受
入
れ
は
、
迷
惑
こ
の
上
も
な
い
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
容
易
に

想
像
で
き
る
。

流
人
と
言
っ
て
も
、
定
舜
上
人
の
よ
う
に
、
幕
法
に
よ
れ
ば
悪
人

で
も
、
世
間
的
に
は
高
潔
な
人
も
い
た
わ
け
で
、
そ
の
よ
う
な
流
人

を
引
き
受
け
た
村
は
、
村
や
村
人
に
と
っ
て
幸
い
な
こ
と
で
あ
っ
た

ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
例
は
極
端
で
、
宝
く
じ
に
当
た
っ
た
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

流
人
が
送
ら
れ
て
く
る
と
、
ま
ず
各
組
に
割
り
当
て
ら
れ
る
。
そ

の
後
、
組
は
各
村
へ
割
り
当
て
た
と
い
う
。
そ
の
割
り
当
て
に
対
し

て
は
、
各
村
へ
片
寄
ら
ず
平
均
す
る
よ
う
、
く
じ
引
き
に
よ
っ
て
割

り
当
て
ら
れ
た
と
い
う
。
実
際
、
巻
末
に
添
付
し
た
各
村
の
流
人
受

入
れ
を
見
て
み
る
と
、
ほ
ぼ
平
均
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

江
戸
時
代
は
、
厳
格
に
村
高
と
い
う
指
標
が
あ
り
、
村
の
生
産
力

が
よ
く
分
か
る
が
、
そ
の
生
産
力
が
流
人
受
入
れ
に
考
慮
さ
れ
た
よ

う
で
、
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。

た
だ
、
各
村
は
、
特
に
少
村
は
、
互
い
に
助
け
合
っ
て
い
た
よ
う

な
面
も
う
か
が
え
る
。
（
本
書
・
野
口
瀬
兵
衛
撲
殺
事
件
参
照
）

さ
て
、
流
人
を
受
け
入
れ
る
と
、
村
は
ど
う
対
処
し
た
の
で
あ
ろ
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う
か
。

流
人
は
、
基
本
的
に
、
そ
の
流
罪
地
で
自
活
す
る
の
が
第
一
の
条

件
で
あ
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
、
世
間
で
ま
っ
と
う
に
生
き
て
き
た
流
人

は
ま
れ
で
、
ほ
と
ん
ど
は
、
そ
の
世
間
に
う
ま
く
対
応
し
き
れ
な
か
っ

た
人
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
、
そ
の
村
で
自
活
す
る
に
は
、
当
時
と
し
て
は
、
手
内

職
（
技
術
）
を
身
に
付
け
て
い
た
な
ら
、
当
然
、
村
に
と
っ
て
も
重

宝
な
存
在
で
あ
り
、
あ
る
意
味
歓
迎
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

計
算
や
文
字
が
書
け
る
流
人
も
重
宝
が
ら
れ
た
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
人
は
極
々
少
数
で
、
大
半
は
、
村
に
と
っ
て

厄
介
な
存
在
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
流
人
は
犯
罪
者
と
は
い
え
、
れ
っ
き
と
し
た
幕
府
か
ら
の

預
か
り
人
で
あ
る
と
い
う
事
。
現
在
と
違
い
、
幕
府
の
権
威
は
け
た

違
い
に
強
く
、
少
し
で
も
幕
法
に
背
く
と
、
罰
せ
ら
れ
た
。
背
い
た

と
い
う
い
う
よ
り
、
落
度
が
あ
っ
た
だ
け
で
。

し
た
が
っ
て
、
法
的
に
は
犯
罪
者
で
あ
っ
て
も
、
幕
府
か
ら
の
大

切
な
預
か
り
人
と
い
え
る
。

そ
の
大
切
な
預
か
り
人
が
、
問
題
を
犯
し
た
ら
、
村
の
責
を
追
及

さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
村
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
、
流
人
を
あ
る
意
味
、

大
切
な
お
客
様
と
し
て
扱
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

つ
ま
り
、
現
在
的
に
い
う
と
、
村
は
刑
務
官
の
立
場
で
あ
り
、
刑

務
所
に
収
監
さ
れ
て
い
る
受
刑
者
の
扱
い
と
似
て
い
る
。

官
の
役
人
で
も
、
如
何
に
極
悪
の
犯
罪
を
犯
し
た
受
刑
者
に
、
私

的
感
情
等
で
対
応
し
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
流
人
は
、
お
上
か
ら
預
か
っ
た
お
客
さ
ま
と
い
え
よ
う

か
。そ

の
お
客
様
が
、
一
般
的
に
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
、
人
物
だ
か

ら
厄
介
だ
。
想
像
す
る
に
、
貧
し
い
な
が
ら
も
、
村
人
相
互
に
助
け

合
い
、
村
落
共
同
体
を
維
持
し
て
き
た
村
に
、
突
然
オ
オ
カ
ミ
の
よ

う
な
人
が
現
れ
、
そ
の
オ
オ
カ
ミ
を
村
が
守
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ

立
場
に
な
っ
た
。

村
に
と
っ
て
は
、
大
事
で
あ
る
。

そ
の
村
に
と
っ
て
大
事
な
の
は
。

①

流
人
の
監
視
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

②

流
人
が
自
活
で
き
る
ま
で
援
助
を
行
う
事
。

③

も
し
、
自
活
で
き
な
か
っ
た
ら
、
援
助
を
継
続
す
る
こ
と
。

④

も
し
、
島
抜
け
等
の
行
為
に
及
び
た
る
時
は
、
村
の
責
に
於
い

て
、
探
索
を
行
う
事
。

⑤

そ
の
探
索
の
結
果
、
確
保
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
、
そ
れ
相
当

の
罰
を
受
け
る
こ
と
。
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明
治
ま
で
続
い
た
流
刑

明
治
新
政
府
は
、
旧
幕
時
代
の
流
罪
人
は
、
大
逆
犯
を
除
い
て
、

全
部
恩
赦
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
天
草
か
ら
も
流
人
の
姿
は
消
え
た

が
、
元
流
人
た
ち
は
、
上
人
の
よ
う
に
、
天
草
に
残
っ
た
者
や
故
郷

へ
帰
っ
た
者
な
ど
様
々
で
あ
っ
た
ろ
う
。
『
西
海
流
人
衆
史
』
鶴
田

文
史
著

に
は
、
明
治
恩
赦
の
在
留
及
び
帰
国
者
の
氏
名
が
記
さ
れ

て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
恩
赦
を
受
け
た
総
数
は
32
名
。
こ
の
う
ち
帰
国

者
は
11
名
、
在
留
者
は
21
名
と
な
っ
て
い
る
。
在
留
者
が
意
外
と
多

い
こ
と
が
分
か
る
。

本
来
な
ら
、
恩
赦
を
受
け
る
と
、
喜
び
勇
ん
で
帰
国
す
る
と
思
う

が
、
在
留
者
が
多
い
と
い
う
事
は
、
一
つ
に
国
に
帰
っ
て
も
居
場
所

が
な
い
等
も
あ
ろ
う
が
゛
、
天
草
と
い
う
地
が
、
流
人
に
と
っ
て
住

み
や
す
い
土
地
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
か
。

し
か
し
、
こ
の
流
罪
と
い
う
刑
罰
は
明
治
維
新
に
よ
っ
て
無
く
な
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
ど
こ
ろ
か
、
流
謫
地
は
、
北
海
道
に
限
ら
れ
、

し
か
も
、
北
海
道
開
拓
に
強
制
的
に
使
用
さ
れ
た
。
筆
者
が
数
年
前
、

北
海
道
旅
行
を
し
た
と
き
、
バ
ス
ガ
イ
ド
さ
ん
が
、
北
海
道
の
主
要

道
路
は
囚
人
が
作
っ
た
と
の
説
明
を
受
け
た
。
こ
の
道
路
を
集
冶
監

道
路
と
呼
ぶ
の
だ
そ
う
だ
。
も
っ
と
も
、
こ
の
囚
人
た
ち
は
、
流
罪

と
い
う
よ
り
、
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
た
の
で
、
あ
る
程
度
自
由

が
あ
っ
た
江
戸
期
の
流
人
よ
り
、
過
酷
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
。

私
見
だ
が
、
明
治
維
新
と
い
う
と
、
徳
川
政
権
の
悪
を
一
蹴
し
て
、

日
本
が
近
代
国
家
に
な
っ
た
様
な
錯
覚
に
陥
り
や
す
い
が
、
実
は
そ

う
で
は
な
い
。

明
治
維
新
な
る
も
の
を
実
行
し
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
見
ら
れ

る
革
命
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
単
な
る
政
権
移
譲
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。し

た
が
っ
て
、
旧
幕
の
施
策
を
一
変
す
る
の
で
は
な
く
、
徳
川
を

朝
廷
に
代
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
一
例
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
令
の
継
続
で
あ
る
。
ま
た
多
く
は
、

革
命
的
に
、
徳
川
政
権
を
一
新
す
る
こ
と
な
く
、
継
続
を
し
た
こ
と
。

そ
れ
は
、
流
人
制
度
を
継
続
し
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。

「
浦
上
四
番
崩
れ
」
と
言
わ
れ
る
、
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
発
覚
に
よ
っ

て
、
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
は
北
海
道
で
は
な
か
っ
た
が
、
流
罪
に
な
り
、

過
酷
な
拷
問
が
行
わ
れ
た
。

明
治
御
一
新
と
い
っ
て
も
、
刑
法
犯
に
と
っ
て
は
、
逆
に
過
酷
な

運
命
が
待
ち
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
流
刑
が
全
く
廃
止
さ
れ
た
の

は
、
な
ん
と
明
治
四
十
一
年
と
い
う
か
ら
驚
く
。

今
日
の
我
々
は
、
徳
川
幕
府
に
よ
る
民
衆
に
対
す
る
強
権
政
治
を
、

明
治
維
新
に
よ
り
緩
和
さ
れ
た
か
の
錯
覚
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

歴
史
的
事
実
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。
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